
収用委員会事務局における公文書開示状況［令和７年８月分］

月整理番号 請求年月日 決定年月日 公文書の件名 総枚数 決定区分開示
決定区分一部

開示

決定区分不開

示

決定区分不存

在

決定区分存否

応答拒否

（根拠規定）

条例７条１号

（根拠規定）

条例７条２号

（根拠規定）

条例７条３号

（根拠規定）

条例７条４号

（根拠規定）

条例７条５号

（根拠規定）

条例７条６号

（根拠規定）

条例７条７号

（根拠規定）

条例７条８号

（根拠規定）

条例７条９号
非開示理由等 所管局部課等

1 R7.3.26 R7.8.21 令和〇年第〇号、同号の２の〇事件に関する文書 720 1 1 1 1

・特定の個人を

識別することが

できるものである

ため（2号個人

情報）。

・他の情報と照

合することによ

り、特定の個人

を識別すること

ができるものであ

るため。（２号

容易照合個人

情報）

・公にすることに

より偽造等犯

罪の予防に支

障を及ぼすおそ

れがあるため。

（4号）

収用委員会事

務局総務課


